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●南相馬市HP「フォトレポ」から

●三条市News

来週号では、10月4日の「三条スポーツごみ拾

い大会 in 燕三条 工場の祭典」に参加した様子

や、10月11日の「南相馬市一時帰宅およびボラ

ンティア派遣」の様子をお届けする予定です。

交流ルームひばり通信

報告!!

１９ページをご覧ください。

皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。



被災自治体News

市民文化会館ゆめはっとで、原町区小中学校音楽祭が開催されました。小学校の部では合唱

や合奏が、中学生の部では吹奏楽が披露され、会場は美しい歌声や音色が響きました。
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被災自治体News

南相馬市民の避難状況 ※南相馬市外に避難している人数

【都道府県別】 2014.10.9現在 （南相馬市HPより）

都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数 都道府県 人 数

福島県 5,238 群馬県 189 石川県 33 長崎県 8 山口県 2

宮城県 1,940 山梨県 83 京都府 26 島根県 6 和歌山県 1

新潟県 773 長野県 78 沖縄県 22 熊本県 6 高知県 1

山形県 764 北海道 76 福井県 21 福岡県 4 徳島県 -

東京都 693 秋田県 71 青森県 19 三重県 3 鳥取県 -

茨城県 637 静岡県 64 岐阜県 12 奈良県 3 宮崎県 -

埼玉県 598 岩手県 61 岡山県 12 香川県 3 鹿児島県 -

栃木県 476 愛知県 46 広島県 11 愛媛県 3 海外 13

千葉県 438 兵庫県 38 滋賀県 9 佐賀県 3 合 計 12,910

神奈川県 382 大阪府 33 富山県 8 大分県 3 (10/2 12,916)

【福島県内市町村別】
市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数 市町村 人 数

相馬市 1,368 喜多方市 59 棚倉町 18 北塩原村 5 合 計 5,238

福島市 1,325 本宮市 33 会津美里町 16 玉川村 5

いわき市 682 会津坂下町 31 西会津町 13 泉崎村 4

郡山市 531 西郷村 28 田村市 12 浅川町 3

会津若松市 276 南会津町 25 磐梯町 9 広野町 3

新地町 255 川俣町 24 金山町 7 国見町 2

二本松市 120 猪苗代町 24 下郷町 6 天栄村 2

伊達市 112 鏡石町 21 矢吹町 6 鮫川村 2

須賀川市 93 桑折町 20 矢祭町 6 石川町 2

白河市 62 三春町 20 古殿町 6 小野町 2

今週の番組（60分） ※パソコン視聴・アクトビラ配信

1. オープニング&今週の番組 [0分～]

2. 平成26年度南相馬市内幼稚園運動会 [2分～]

3. 南相馬 復興の槌音 第2回 堤防・護岸工事進捗 [17分～]

4. 市長訪問報告 東日本コンソーシアム動画コンテスト表彰式 [27分～]

5. 原町火力発電所 太陽光発電所 公開 [30分～]

6. 平成26年度市役所便り 福島県知事選挙のお知らせ [40分～]

7. ガンバレシピ第96回 サツマイモとレンコンの甘酢煮 [47分～]

8. 平成26年度市役所便り 国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険

一部負担金等の免除期間延長 [55分～]

9. リクエストアワーのお知らせ [58分～]

10. 旧警戒区域ライブカメラのお知らせ [59分～]

番組内容 [10/15～10/21]

南相馬市からのお知らせ

今週は、市内各幼稚園で行われ
ました運動会や堤防・護岸工事な
ど、市内の復興状況の様子をお届
けします。

◆旧警戒区域ライブカメラ
・午前10時55分～
・午後1時55分～
・午後4時55分～
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被災自治体News

原子力損害賠償紛争解決（ADR）センターに関する市民説明会を開催します

【予約不要】 10月10日ＨＰ更新

開催日時・場所

東京電力に請求をしたが賠償されない、請求額に納得できない、などの不満の声が多く聞か

れますが、そういった方のために原子力損害賠償紛争解決(ADR)センターへの申立てという制

度があります。

ADRセンターでは、東京電力の賠償基準に縛られず、個々の事情に応じた和解案が提示さ

れています。

市では、ADRセンターの協力のもと、説明会を開催します。

区域ごとに賠償基準や和解事例が異なるため、対象区域ごとに会場を分けて行いますが、

申立て方法を中心に説明しますので、都合の良い会場にお越しください。

※予約は不要です。

避難指示区域内（２０キロ圏内）の方

１１月８日（土） 午前１０時～正午（午前９時開場）

原町生涯学習センター（サンライフ南相馬）集会室

南相馬市原町区小川町322-1

旧緊急時避難準備区域内（２０～３０キロ圏内）の方

１１月８日（土） 午後１時３０分～３時３０分（午後０時３０分開場）

原町生涯学習センター（サンライフ南相馬）集会室

南相馬市原町区小川町322-1

避難指示区域外（３０キロ圏外）の方

１１月２２日（土） 午後１時～３時（正午開場）

鹿島農村環境改善センター（万葉ふれあいセンター）大会議室

南相馬市鹿島区寺内字迎田22

問い合わせ
■説明会に関すること

南相馬市原子力損害対策課 ０２４４－２４－５３３７

■和解仲介申立てに関すること
原子力損害賠償紛争解決センター ０１２０－３７７－１５５
相双支所：南相馬市原町区本町2-1 南相馬市役所北庁舎2階

TEL
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被災自治体News

旧警戒区域の原子力災害による雑損控除が受けられます

10月9日ＨＰ更新
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東日本大震災当時、福島第一原子力発電所から２０キロメートル圏内（旧警戒区域）に住所

があった方は、所有していた住居や家財道具の価値が、立入制限や居住を制限されていたこ

とによって減少したとして、雑損控除を受けることができます。

ただし、地震や津波で家屋が全壊した方や、半壊でその後取り壊した方は全壊扱いとなり、

地震や津波被害での雑損控除を受けることになります。

この雑損控除を受けることができるのは、平成２２年分から平成２４年分の所得の申告です。

まだ申告がお済みでない方は、雑損控除に合わせて所得の申告を提出することができます。

すでに申告を済ませている場合や、収入が給与だけの方で、勤め先で年末調整が済んでい

る場合でも、申告書を提出することで雑損控除を受けることができます。

（注）年齢や世帯構成によっては、原子力災害の雑損控除で損失額が発生しない場合があり

ます。

原発賠償に係る家財損失額等算出イメージ（簡便法）

（単位：千円）

※ 地震・津波で被害がある場合は被害額が変わるため、別途計算が必要となります。

※ 震災の被害について、保険金や賠償金による補てんがある場合、損失額から差し引きます。

※ 世帯に複数の所得者（所得が３８万円以上の方）がいる場合は、損失額を按分します。

300300600400400800子供1人加算

5254509757006001,300大人1人加算

4,1754,4508,6255,5505,95011,50050歳～

3,8004,4508,2505,0505,95011,00040歳～49歳

1,5504,4506,0002,0505,9508,00030歳～39歳

04,4503,75005,9505,000～29歳

夫婦

02,4502,25003,2503,000独身

損失額賠償額（定額）原発の被害額損失額賠償額（定額）原発の被害額

居住制限区域
避難指示解除準備区域

帰還困難区域
世帯構成

問い合わせ
相馬税務署 ０２４４－３６－３１１１
三条税務署 ０２５６－３２－６２１１

TEL

TEL



被災自治体News

災害公営住宅（西町団地）入居者を追加募集します

10月10日ＨＰ更新

2戸7,200～62,5004DK集合住宅（2・3階）【メゾネットタイプ】

1戸4,600～39,7002DK集合住宅（1階）

募集戸数家賃月額（円）間取り住宅形態

１０月１日から入居開始された鹿島区の災害公営住宅（西町団地）について、追加募集しま

す。すでに本申込対象登録書の交付を受けている方も、今回の追加募集への変更申し込み

が可能です。募集戸数を上回った場合は、公開抽選会で決定しますが、市内で家屋が「り災」

した方を優先します。

募集住宅

申込期間

１０月１５日（水）～１０月２４日（金）【必着】

入居申込資格

1.東日本大震災で住宅が半壊以上で家屋を解体した、または解体することが確実な世帯

2.福島第一原子力発電所事故によって避難指示を受けている世帯（避難勧奨地点を除く）

3.市税等の滞納がない世帯

4.過去に公営住宅に入居し、家賃の滞納がない方

5.「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員でないこと

提出書類

東日本大震災で家屋がり災した方

1.り災証明書の写し

2.半壊、大規模半壊の「り災」の方は、次のいずれか1つを必ず提出してください。

・「家屋を解体した方」→解体証明書の写し

・「家屋の解体予定の方」→家屋の解体申出書の写し

郵送の場合

１０月２４日（金）必着となります。

【郵送先】

〒975－8686

福島県南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建設部 建築住宅課 市営住宅係

※持参の場合 受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土・日を除く）

問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 ０２４４－２４－５２５３TEL
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被災自治体News

浪江町防犯見守り隊の結成・隊員募集について

10月10日ＨＰ更新

浪江町からのお知らせ

町民自らが町内を守るという観点から「浪江町防犯見守り隊」を結成します。

協力できる方を募集します。

募集隊員数

３０人程度

防犯見守り隊結成時期

１１月中旬～下旬頃

募集要件

２０歳以上の方

※健康で、自動車の運転に自信のある方

業務内容

浪江町内のパトロール、立入者への声掛け等

※ローテーションでの活動となります。

※１日４時間程度のパトロールを公用車で行います。

隊員の任期

２年間

応募方法

履歴書（任意様式）を記入の上、提出してください。（窓口提出、郵送可）

【提出先】

〒979－1592

福島県浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2

浪江町役場帰町準備室

※郵送の際は、郵便局の郵便以外は届きませんのでご注意ください。

※担当部署は、浪江町内の本庁舎となります。

募集締切

１０月３１日（金）必着

備考

町臨時職員ではなく、自主防犯組織としての活動となります。

問い合わせ 帰町準備室 危機防災係 ０２４０－３４－０２２９TEL
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被災自治体News

不燃ごみの回収が始まります

10月15日ＨＰ更新

アルミカン、スチールカンカン類

ジュース、酒、化粧品等のビンビン類

ビン類・カン類・粗大ごみ以外のもので、燃やすことができないもの

例：金属雑品（なべ、やかん、フライパン等）、陶磁器類（茶碗、皿、鉢、花瓶等）、ガラスくず（
鏡、電球、ガラス類）、小型家電製品（炊飯器、電気ポット、アイロン、トースター、ドライヤー、
電子レンジ等）

燃えないごみ

ビン類・カン類・粗大ごみ以外のもので、燃やすことができるもの

例：生ごみ、紙くず、古紙類（新聞・雑誌・段ボール等）、衣類・履物、革製品、プラスチック容
器・包装、ペットボトル

燃えるごみ

内容種類

家庭の片付け等の際に廃棄せざるを得なくなった「燃えるごみ」「燃えないごみ」について、

環境省が委託した双葉運輸株式会社が回収することとなりましたので、この期間にお忘れなく

お出しください。

回収実施地域

避難指示解除準備区域および居住制限区域

※帰還困難区域のごみ回収は現在行っておりません。

ごみを出す場所

最寄りのごみステーション

※必ず透明か半透明のビニール袋に入れて出してください。袋の指定はありません。

対象となるごみ

○燃えるごみ……今まで通りの回収方法となります。

○燃えないごみ…ビニール袋に入るものに限ります。

ごみの出し方

「燃えるごみ」「燃えないごみ」「ビン類」「カン類」に分別して出してください。

※ビン・カン類は、必ずキャップをはずし、中身を捨てて出してください。

※スプレー缶は、必ず穴を開け、中身のガスを抜いて出してください。

回収期間

○燃えるごみ……平成２６年４月１日～平成２７年３月１３日

○燃えないごみ…平成２６年１０月２０日～平成２７年３月１３日

次ページへ続きます
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被災自治体News

桑折町、福島市内の仮設住宅の空間放射線量測定結果（１０月１０日測定）

10月10日ＨＰ更新
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0.050.040.060.050.050.06旧佐原小学校仮設住宅(談話室)

0.080.070.080.080.070.08しのぶ台仮設住宅(階段掲示板前)

0.200.220.230.230.250.25森合仮設住宅(中央)

0.060.060.060.060.070.07南矢野目仮設住宅(南集会所)

0.070.070.080.080.090.07南矢野目仮設住宅(北集会所)

0.130.140.140.150.160.17笹谷東部仮設住宅(西集会所)

0.090.110.110.120.110.13笹谷東部仮設住宅(東集会所)

0.070.080.090.090.100.09北幹線第一仮設住宅(南集会所)

0.080.090.090.080.090.08北幹線第一仮設住宅(北集会所)

0.130.120.150.140.130.14宮代第一仮設住宅(集会所)

0.120.120.130.130.130.14宮代第二仮設住宅(集会所)

0.070.070.080.100.090.10桑折駅前仮設住宅(第三集会所)

0.060.070.070.080.080.08桑折駅前仮設住宅(第二集会所)

0.060.060.060.070.070.06桑折駅前仮設住宅(第一集会所)

10/10
晴

6/10
曇

5/8
晴

4/17
晴

3/6
晴

1/16
晴測定地

（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)

問い合わせ 生活支援課 生活安全係 ０２４３－６２－０１５１TEL
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今回の回収対象とならないごみ

○粗大ごみ：こたつ、家具、ベッド、ソファ、ブロック塀等

○農業系のごみ：ビニールハウス、苗床、もみがら、稲わら、肥料、剪定した枝、木材等

※ これらにつきましては、現在、回収に向けて準備中です。引き続き各家庭での一時保管を

お願い申し上げます。

問い合わせ
双葉運輸株式会社（コールセンター） ０１２０－４６－５１７５
環境省福島環境再生事務所 浜通り北支所（廃棄物担当）

０２４４－２６－９９１２（代）
浪江町役場 ふるさと再生課 廃棄物対策係 ０２４０－３４－０２３０

TEL

TEL



被災自治体News

二本松市内の仮設住宅の空間放射線量測定結果（１０月８日測定）

10月10日ＨＰ更新

（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)

0.220.220.240.240.220.270.250.240.26杉田農村広場仮設住宅 住宅花壇前

0.150.190.170.160.150.180.170.170.18杉田住民センター仮設住宅 談話室西側

0.080.070.080.080.070.080.080.070.08永田農村広場仮設住宅 集会所掲示板前

0.210.200.210.230.210.220.220.260.26岳下住民センター仮設住宅 談話室脇

0.140.140.140.130.150.150.140.130.15塩沢農村広場仮設住宅 集会所脇ポスト前

0.170.180.190.170.180.170.180.160.17安達運動場仮設住宅 集会所B

0.130.140.130.140.150.200.210.150.19安達運動場仮設住宅 集会所A

0.150.150.180.150.160.170.170.130.16建設技術学院跡仮設住宅 談話室掲示板前

0.160.160.170.150.170.160.170.150.16大平農村広場仮設住宅 談話室駐輪場脇

0.120.130.130.130.120.140.130.110.12杉内多目的運動広場仮設住宅 集会所1掲示板前

0.100.100.100.110.120.100.100.080.10杉内多目的運動広場仮設住宅 F1西側

0.120.140.130.130.140.150.140.120.14旧平石小学校仮設住宅 集会所掲示板前

0.14

0.17

0.22

8/5
晴

0.14

0.17

0.21

9/2
曇

0.16

0.17

0.20

7/8
晴

0.170.190.190.180.120.18浪江小学校 モニタリングポスト

0.150.170.170.170.140.17浪江中学校 モニタリングポスト

0.200.220.230.220.170.21郭内公園仮設住宅 北出入り口

10/8
晴

6/9
雨

5/7
晴

4/7
晴

3/4
晴

1/14
晴測定地

問い合わせ 生活支援課 生活安全係 ０２４３－６２－０１５１TEL

本宮市の仮設住宅の空間放射線量測定結果（１０月８日測定）

10月10日ＨＰ更新

（測定地:地上高H=1.0m 単位:μSv/h)

0.15

0.11

0.17

0.19

0.13

0.21

0.17

0.14

9/2
曇

0.15

0.13

0.19

0.19

0.13

0.21

0.20

0.15

8/5
晴

0.16

0.13

0.18

0.19

0.13

0.21

0.18

0.14

7/8
晴

0.15

0.12

0.18

0.19

0.13

0.20

0.18

0.14

6/12
晴

0.150.150.160.130.14栗木平仮設住宅（住宅中央）

0.120.110.130.110.12和田石上仮設住宅（談話室西側）

0.180.180.190.180.19石神第二仮設住宅（集会所西側）

0.180.200.210.170.18石神第一仮設住宅（談話室東側）

0.150.140.150.140.14小田部仮設住宅（談話室掲示板前）

0.200.220.230.180.21高木仮設住宅（集会所掲示板脇）

0.190.190.180.190.20恵向仮設住宅（談話室掲示板前）

0.140.150.140.180.16恵向仮設住宅（集会所掲示板脇）

10/8
晴

5/7
晴

4/8
晴

3/5
雪

1/15
曇測定地
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被災自治体News

「国・県義援金第２次追加配分（５回目）」および「双葉町義援金第５次配分」

のお知らせ 10月15日ＨＰ更新

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.178 11

配分額

・国・県義援金第2次追加配分（５回目）… 一人当たり ２３,０００円

・双葉町義援金第５次配分……………… 一人当たり ３,０００円

配分対象者

・国・県義援金第２次配分対象者

・新生児義援金配分対象者（平成２５年７月３０日～平成２６年９月２４日出生児）

配分方法

国・県義援金第１次配分および新生児義援金配分申請時に届け出た世帯代表口座へ振り

込みます。先に口座変更届出をした方は変更後の口座に振り込みます。

配分時期

１０月末から順次振込開始予定

問い合わせ 健康福祉課 ０２４６－８４－５２０５TEL

１０月４日(土)
４年ぶりの稲刈り 酒田地区（除染後）にて



被災自治体News

義援金の配分状況について

10月15日ＨＰ更新

浜通り×さんじょうライフvol.17812

平成23年9月上旬～500,000円-遺族代表1人当たり震災遺児（県）

平成23年7月下旬～-350,000円遺族代表1人当たり死亡義援金

平成23年7月下旬～-350,000円遺族等代表1人当たり行方不明義援金

平成25年8月下旬～45,000円世帯代表1人当たり第2次追加配分4回目

平成24年9月下旬～15,000円世帯代表1人当たり第2次追加配分3回目

平成24年4月上旬～23,000円世帯代表1人当たり第2次追加配分2回目

平成23年10月下旬～52,000円世帯代表1人当たり第2次追加配分

平成23年8月上旬～38,000円212,000円世帯代表1人当たり第2次配分

平成23年4月下旬～50,000円350,000円世帯代表1世帯当たり第1次配分

配分時期県義援金国義援金配分先配分単位

平成25年8月下旬～4,000円世帯代表1人当たり第4次配分

平成24年9月下旬～10,000円世帯代表1人当たり第3次配分

平成23年12月下旬～15,000円世帯代表1人当たり第2次配分

平成23年7月下旬～40,000円世帯代表1人当たり第1次配分

配分時期町義援金配分先配分単位

双葉町では、お寄せいただきました義援金を次のとおり配分しております。

国・県義援金（平成２６年８月３１日現在）

歳入 ４,３８８,０２８,４４８円

歳出 ４,０７１,９４５,０００円（配分済）

町義援金（平成２６年８月３１日現在）

歳入 ５３２,５８６,０００円

歳出 ５０７,７５３,０００円（配分済）

義援金配分の流れ

国（日本赤十字社、中央共同募金会、日本放送協会、NHK厚生文化事業団に寄せられた

義援金）および福島県に寄せられた義援金は、福島県配分委員会により基準等を決定し、双

葉町に配分されます。

また、個人・団体等から双葉町に寄せられた義援金は、東日本大震災義援金双葉町配分委

員会により配分基準を決定し、国・県義援金と同様に町民の皆さまに配分しています。

問い合わせ 健康福祉課 ０２４６－８４－５２０５TEL



被災自治体News

ふるさとの祭り２０１４

10月4日ＨＰ更新

福島市新井の「四季の里」で１０月４日、５日と開催された「ふるさとの祭り２０１４」で、双葉町

の３つの団体が伝統芸能を披露しました。

浜通り×さんじょうライフvol.178 13

「新山の神楽」は、今年１月にいわき市で開催した「ダルマ市」で復活し、震災後２回目の披

露です。双葉町の神楽の中でも唯一という、黒い獅子頭に３人の男性が入って荒々しく「暴れ

獅子」を舞いました。ステージが終わった後、無病息災の意味を込め、獅子に頭を噛んでもらう

体験コーナーもありました。ここでは多くの来場者が列をなす大盛況でした。

「山田のじゃんがら念仏踊り」は、お盆のころに地域の新

盆の家々を回り供養するもので、盆祭りの際にも上演され

る演目です。浴衣姿の男性たちが、鐘と太鼓の音色に合

わせ祈りを込めて踊ります。小学校２年生の女の子と３年

生の男の子もメンバーで、「楽しそうだから入ってみた」とい

う２人。真剣に小さな鐘を鳴らしていました。

「前沢の女宝財(ほうさい)踊り」は、南北朝時代の武士が

旅芸人に身をやつし、現在の南相馬市に落ち延びたという

説話を踊りにしたもの。女性だけが継承する団体は、相双

地区でもこの前沢婦人会芸能保存会だけとのこと。

華やかな着物や化粧、小道具を使って踊るお母さんたち

は、普段とは違った凛々しい姿に映ったのではないでしょう

か。

こうしたイベントで伝統芸能を披露していくことが、伝統の継承につながっていくのだと思いま

す。ばらばらに避難している町民が、発表のために集まることで交流がつながっていくことにも

なります。

双葉町のみなさんを、伝統が繋いでいるとも言えるかもしれません。

問い合わせ 双葉町役場いわき事務所 ０２４６－８４－５２００（代）TEL



被災自治体News
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大熊町からのお知らせ

福島第一原子力発電所２０km圏内の測定結果について

10月14日ＨＰ更新

№ 住所(測定位置) 
空間線量率(μSv/h)

線量計
8/14 8/21 8/28 9/4 9/11 9/18 9/25 10/2 10/9

23 夫沢 西北西約2.3km 7.0 7.3 7.3 7.6 7.2 7.6 7.3 7.6 7.4 NaI

25 野上 西約14km 1.4 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 NaI

26 野上 西約11km 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 NaI

29 夫沢 西約2.4km 10.9 10.1 10.5 11.4 10.7 11.1 10.9 10.7 10.9 IC

30 夫沢 西約2.6km 10.4 10.0 10.0 10.7 10.0 10.7 9.9 10.3 10.1 NaI

34 大川原 西南西約7.5km 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 NaI

35 野上 西南西約6.6km 4.9 5.1 4.7 4.9 4.8 4.9 4.7 4.8 4.7 NaI

36 下野上 西南西約4.8km 3.1 3.2 3.0 3.2 3.0 3.2 3.1 3.2 3.1 NaI

37 夫沢 西南西約3.0km 27.1 27.4 25.9 25.7 27.6 26.3 27.4 27.2 25.5 IC

38 小入野 西南西約3.7km 3.4 3.3 3.1 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 NaI

47 熊川 南南西約3.7km 16.8 17.7 15.8 17.8 17.8 17.7 17.0 17.6 17.0 NaI

50 熊川 南約4.0km 7.9 8.1 7.6 8.2 8.2 8.1 8.0 8.0 7.7 NaI

線量計の種類 NaI : NaI（ヨウ化ナトリウム）シンチレータによる値 ／ IC : 電離箱による値

測定実施者：電力会社

問い合わせ 原子力規制庁 監視情報課 ０３－５１１４－２１２５TEL

町内の除染実施進捗図、除染進捗率について

10月10日ＨＰ更新

問い合わせ 復興推進課 復興調整係 ０１２０－３３－６４６６

富岡町除染等工事進捗状況図を添付しました。

※富岡町の世帯のみ

富岡町からのお知らせ



被災自治体News
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町内の放射線量【平成２６年９月測定分】

10月14日ＨＰ更新

問い合わせ 生活環境課 ０１２０－３３－６４６６



被災自治体News

自主的除染に係る費用の賠償について

10月9日ＨＰ更新

９月１８日、東京電力は、平成２３年３月１１日～平成２４年９月３０日に、地方公共団体等によ

る除染によらず、実施した除染（以下「自主的除染」）に係る費用を賠償すると発表しました。

対象となる方

平成２３年３月１１日～平成２４年９月３０日に

・自ら所有する住宅等の自主的除染を行った個人

・自ら所有する事業用施設等の自主的除染を行った法人および個人事業主(農業者を含む)

対象となる損害

平成２３年３月１１日～平成２４年９月３０日に実施した自主的除染に係る費用として、実際に

負担した以下の費用

郡山市からのお知らせ

実際に負担した証明書類取得費用証明書類取得費用

除染作業を行うにあたり、実際に負担した物品購入に係る費用物品購入費

除染作業を事業者等に委託し、実際に負担した費用外部委託費用

内容請求項目

問い合わせ
東京電力株式会社福島原子力補償相談室（コールセンター）

０１２０－９２６－４０４ 受付時間：午前９時～午後９時

Q&A（東京電力の資料から一部抜粋）

Q1 賃借している住宅等について自主的除染を行ったが、賠償対象となるのか。

賃借されている住宅等につきましては、原則として住宅等の所有者さま（賃貸人）からご請求いただく

こととさせていただきます。

Q2 区分所有しているマンションについて自主的除染を行ったが、賠償対象となるか。

区分所有の物件につきましては、管理組合さまからご請求いただくこととさせていただきます。

Q3 外部委託費用とは、具体的にはどのような費用か。

屋根、雨どい等の洗浄作業や庭の表土の削り取り作業等を事業者等に依頼された際に、実際にご負

担された委託費用が該当します。

Q4 物品購入費とは、具体的にはどのような費用か。

外壁等の除染をするためのブラシや高圧洗浄機等の購入費が該当します。

法人および個人事業主さまにおける機器等の購入費用については、他の手段と比較して安価であり

従来より事業には使用しておらず、事業用資産への転用ができない等のご事情について個別に確認

のうえ必要かつ合理的な範囲でお支払いいたします。

Q5 請求に必要な書類が用意できない場合はどうすればよいか。

領収書等の支払事実がわかる書類を紛失された場合でも、保証書で品名や購入日が確認でき、実

際の購入金額をご証明いただける書類がある場合等は、個別に対応させていただきます。
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三条市News

●期 間 １０月１０日（金）～２５日（土）
※いわき市選挙区福島県議会議員補欠選挙の不在者投票期間は、

１０月１７日（金）～２５日（土）となります。

●時 間 １０月１０日（金）～１７日（金）…午前８時３０分～午後５時３０分（土・日、祝日を除く）

１０月２０日（月）～２５日（土）…午前８時３０分～午後８時

※三条市長選挙が無投票の場合は、 ２４日（金）で不在者投票を締め切ります。

その際は、１０月２０日（月）～２４日（金）も、午前８時３０分～午後５時３０分となり

ます。

●場 所 三条市役所第二庁舎１階 三条市選挙管理委員会

問い合わせ 三条市選挙管理委員会事務局 ０２５６－３４－５５１１ 内線３２０TEL

投票日は １０月２６日（日）です。

手続方法

①投票用紙一式を請求する。
避難元市町村の選挙管理委員会から届いた不在者投票用「請求書兼宣誓書」に必要事項を記

入し、返信用封筒に入れて郵送してください。（メールやFAXでは請求できません。）

②投票用紙一式を受け取る。
避難元市町村の選挙管理委員会から「投票用紙、投票用

封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が郵送されます。

③三条市選挙管理委員会で投票する。
受け取った封筒一式を持参して投票してください。

避難元市町村の投票所（期日前投票所を含む）で投票する方は、請求しないようにご注意願います。
請求してからは、避難元市町村で投票することができなくなる場合があります。

避難元市町村に投票済みの用紙を郵送する必要
があるため、早めの投票をお願いします。

証明書の開封や投票用紙への事前記入は
絶対にしないでください。

投票ができなくなります。

選挙管理委員会

三条市役所

第二庁舎

まだ請求していない方は
お早めに！
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交流ルームひばり通信

燕市サポートセンターから、交流会のお誘いをいただきました。紅葉も見どころの阿賀

野川ライン下りにぜひご参加ください。

日 時 １１月１日 午前8時50分

燕市役所・駐車場集合 (燕市吉田西太田１９３４番地) 

参加費 大人 2,000円 子ども 1,000円

※乗船代、昼食代含む

定 員 25人

行 程

午前９時燕市役所出発→道の駅「阿賀の里」到着→午前11時出発の船に乗船(40分

コース)→昼食&買い物→午後1時道の駅「阿賀の里」出発→ヤスダヨーグルトショッ

プで買い物&スイーツ飲食→午後４時燕市役所到着・解散

土

浜通り×さんじょうライフvol.17818

申込締切 １０月２４日(金)正午

燕市サポートセンター 担当・吉岡
TEL ０２５６－７７－８３７７

燕サポセン交流会



交流ルームひばり通信
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報告!!

３連休の２日目、10月12日(日)、秋晴れの下田へ芋掘りに行ってきました。

畑の所有車の渡辺さんが、子どもたちが掘りやすいように、たくさんのさつま芋を準備

してくださいました。

渡辺さんが「全部掘って持って行ってください。」とおっしゃると、子どもたちは、次

から次へと掘りおこし、袋いっぱいの収穫を何袋もいただきニコニコでした。

芋掘りの後、奥さんが野菜たっぷりの芋煮と新米のおむすびを準備してくださり、みん

なで青空と澄んだ空気の中、おいしいお昼をごちそうになりました。

「ありがとうございました。」感謝、感謝の芋掘り体験となりました。



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-24-5232 浪江町:平石高田第二工業団地内

（二本松市北トロミ573番地）

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）
大熊町:会津若松市役所追手町第二庁舎内

（会津若松市追手町2番41号）

富岡町:郡山市大槻町西ノ宮48-5

浪江町 0243-62-0123

双葉町 0246-84-5200

大熊町 0120-26-3844

富岡町 0120-33-6466

川内村 0240-38-2111

いわき市 0246-25-0500

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

64

6

1

1

2

1

4

8

1

5

35

世帯数

147

17

4

3

2

1

8

20

3

8

81

人数市町村名

南相馬市小高区

南相馬市原町区

南相馬市鹿島区

浪江町

双葉町

大熊町

富岡町

川内村

いわき市

郡山市

合 計

三条市に避難している
世帯数と人数 ( 2014.10.15 現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256‐34‐5511

交流ルームひばり通信

１０月・１１月の『ひばり』

問い合わせ ０２５６－３３－８６５０

ｈｉｂａｒｉ_ｓａｎｊｏ_ｎｙｈ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ

[開館時間] 9：30～15：00

TEL

E-mail交流ルーム ひばり（総合福祉センター内）

浜通り×さんじょうライフvol.17820

介護食
交流会

燕サポセン
バス日帰り

ひばり休み
浜通り配布

ひばり
茶話会

ひばり休み

ひばり休み

１１月1日31日30日29日28日27日26日

原子力損害
長岡説明会

ひばり休み燕サポセン
バス日帰り
申込締切

ひばり休み
浜通り配布

版画教室ひばり休み

25日24日23日22日21日20日19日

ひばり休み
浜通り配布

18日17日１０月16日
★版画教室 第2・4水曜日 午前10時～正午

★茶話会＆簡単な手芸教室
第1・3・5水曜日 午前10時～午後２時

土金木水火月日


